
指定学校変更についての基準 
 

内容 認定期間 
申請書への
添付書類※3 

 
 

就学中の市内転居 

最終学年以外 
当 該 学 期 の 終 了 の 日
まで 

  

最終学年 学年の終了の日まで 
  

 
翌年度や⾧期休業後など、
事前に転居することが決定
し、転居先の学区にある学
校へ通学するとき※１  

学 年 や 学 期 の 開 始 か
ら 

  

翌年度や⾧期休業後など、
住居の新築等が決定し、新
築等をする予定地学区にあ
る学校へ通学するとき 

学 年 や 学 期 の 開 始 か
ら 

建 築 確 認 申
請書等、工事
期 間 や 引 き
渡 し 日 の わ
かるもの 

 

住 居 の 新 築 や 改 築 等 に よ
り、新築や改築等にかかる
期間中、一時的に指定学校
の学区外に転居するとき 

一 時 的 な 転 居 の 期 間
中に限る 

建 築 確 認 申
請書等、工事
期 間 や 引 き
渡 し 日 の わ
かるもの 

 

下 校 後 の 保 育 に欠
け る と き （ 小 学校
のみ） 

当該児童を保育する親族等
が指定学校以外にある場合 

当該期間中 
親 族 等 の 住
所 が わ か る
もの 

 

指定学校以外の学童クラブ
を利用する場合 

当 該 学 童 ク ラ ブ を 利
用する期間に限る 

学 童 ク ラ ブ
の 決 定 通 知
書 

 

兄姉が通学している学校への通学※２  兄姉の卒業まで 
  

 

特別支援学級への通学を希望するが、指定学校に
特別支援学級がないとき 

卒業まで 
（ 新 た に 特 別 支 援 学
級 が 設 置 さ れ た 場 合
は教育委員会、学校、
保護者で協議） 

  

いじめへの対応  卒業まで 
  

 

その他 
教育委員会が相当と認める
場合 

 
  

 
※1 学年や学期の開始後おおむね２か月以内の転居に限ることとする。 
※2 入学の時点で卒業等により兄、姉が在学していない場合を除く。 
※3 必要に応じて学校⾧の意見を聴取し、意見書の提出を求める場合があります 
 


